
発達支援に関する情報を発信

市では支援を必要とする人の一人ひとりに応じた継続した支援を行うため、「ここあいパスポート」を発行しています。
このほど、ここあいパスポートを利用されている方に、発達支援に関する情報を発信する「ここパスメール」を始めました。
ここパスメールは、ここあいパスポートを申請し、メールアドレスの登録をしていただいた方へ、発達支援講演会、学習会、
書籍等のご紹介、アンケートなどをお知らせし、継続した支援に役立てていただくものです。

ここあいパスポートとは…
　一人ひとりに応じた「継続した支援」を行うために成長記録を書き込むノートです。
　ここあいパスポートは支援を必要とする人に医療、保健、福祉、教育、就労などの各機関が、乳幼児期、小中学、高校、大学、
就労などの一人ひとりのライフステージに応じてとぎれなく支援が行えることをねらいとしています。

ここパスメール開始

　　　　　　  発達支援室　 ☎ 65‐0735　  63‐4085問い合わせ

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届

父
子
家
庭
等
児
童
育
成
手
当
現
況
届

提
出
を
お
忘
れ
な
く

　

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
（
所
得
制
限
に
よ
り
支
給
停

止
の
方
も
含
み
ま
す
）・
父
子
家
庭
等

児
童
育
成
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
現
況
届
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
は

所
得
状
況
届
）
を
提
出
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
届
け
は
受
給
資
格
の
有
無
、
前

年
の
所
得
状
況
や
お
子
さ
ん
の
監
護
状

況
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。
提
出
が
遅

れ
た
り
、
な
か
っ
た
り
す
る
と
、
8
月

分
以
降
の
手
当
の
受
給
が
遅
れ
た
り
受

け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

受
付
期
間

◦
児
童
扶
養
手
当

　

8
月
2
日（
月
）～
8
月
31
日（
火
）

◦
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

8
月
11
日（
水
）～
9
月
10
日（
金
）

◦
父
子
家
庭
等
児
童
育
成
手
当

　

8
月
2
日（
月
）～
8
月
31
日（
火
）

 

提
出
先

　

�

市
民
窓
口
セ
ン
タ
ー
、各
支
所
、社
会

福
祉
課

※�

対
象
の
方
に
は
届
出
用
紙
を
送
付
し

て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

家
庭
サ
ポ
ー
ト
情
報
を
お
届
け

　

母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
の
皆
さ
ん
に
、年
3
回（
6

月
、10
月
、2
月
予
定
）、県
や
市
の
各
種
情
報
を
お
届

け
す
る「
ひ
と
り
親
家
庭
サ
ポ
ー
ト
定
期
便
」事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。滋
賀
県
ひ
と
り
親
家
庭
福
祉
推
進
員

が
ご
自
宅
ま
で
お
届
け
し
ま
す
。ご
希
望
の
方
は
、社

会
福
祉
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■ここパスメール配信手続方法

「件名」か「本文」にここあい
パスポートの対象者のご本
人の名前を入力する

kokoai＠city．koka．lg．jp
のアドレスをあて先に入
力、またはQRコードを読み
取る。

1
※�登録いただいた情報は、こ
こパスメール配信以外の
目的では使用しません。

メールを送信する。2 3 ※�メールの受信制限（迷惑
メール対策など）をされて
いる方は、このアドレス
（kokoai＠city．koka．lg．
jp）からのメール受信が可
能になるよう、解除等の設
定を行ってください。

児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止
除
外
届
出
書
に
つ
い
て

　

�　

現
在
手
当
を
受
給
さ
れ
、5
年
を
経
過
し
て
い
る
方

は
、個
別
に
通
知
し
て
い
ま
す
が
、現
況
届
け
時
に
も
同

様
の
届
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。同
封
し
て
い
ま

す
の
で
必
ず
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
拡
大
の
お
知
ら
せ

　

�　

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、

平
成
22
年
8
月
分
手
当
か
ら
父
子
家
庭
の
父
に
も
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

�　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、申
請（
認
定

請
求
）が
必
要
で
す
。該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、お

早
め
に
社
会
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、11

月
30
日
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
こ
の
日
を

過
ぎ
る
と
、申
請
の
翌
月
か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
。）

　

�　

現
在
、父
子
家
庭
等
児
童
育
成
手
当
を
受
給
中
の
方

に
は
、ご
案
内
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

社会福祉課　児童家庭支援係　 ☎ 65‐0705　  63‐4085問い合わせ
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